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設立記念講演会の内容は次ページ

「輝く猪苗代湖をつくる県民会議」設立
猪苗代湖の水質日本一を取り戻すために

一時は水質日本一となった猪苗代湖。しかし、近年では水質の悪化

からランク外になっています。そこで、再びきれいな猪苗代湖を取り

戻そうと日本大学名誉教授 中村玄正(なかむら みちまさ)氏が中心と

なり、地元住民など約３０名がＮＰＯ法人「輝く猪苗代湖をつくる県民会議」

を設立しました。昨年８月ごろから設立を検討、１１月に県に申請してい

ました。

主な活動は、枯れて湖岸に漂着した水草の回収や、ヨシやヒシの刈

り取りのほか、水質悪化要因の研究など、県民のみなさまや、民間企

業、行政などと連携して取り組みます。

次ページでは、設立を記念して催された講演会の様子をお伝えします。
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「輝く猪苗代湖をつくる県民会議」設立記念講演会

が開催されました。

「輝く猪苗代湖をつくる県民会議」の設立を記念して、２月１４日（土）１３時３

０分より郡山市のビックパレット福島で講演会が開催され約２００人が参加しました。

「琵琶湖から猪苗代湖へ～子供が感心を持つ湖沼保全を～」と題した、前滋賀県知

事 嘉田由紀子氏による記念講演、「猪苗代湖の現状」と題した、日本大学工学部教

授 藤田豊氏による報告のほか、ソプラノ歌手 山澤直子さん、伴奏・編曲家の松本真

昭さんによるミニリサイタルが催されました。

また、猪苗代湖で水環境活動に取り組む郡山市立湖南小・中学校の活動紹介、参加者全

員による「ふるさと」の合唱などが行われ、「輝く猪苗代湖をつくる」という趣旨の理解と意識

の向上が図られました。

嘉田由紀子氏による記念講演 藤田豊氏による報告

山澤直子さん(右)、松本真昭さん(左)によるミニリサイタル

多くの方が来場しました

郡山市立湖南小・中学校の活動紹介

発起人の中村玄正日本大学名誉教授 司会の長尾トモ子県議会議員

[会員募集中]

現在、県民会議では多くのみなさまの参加をお待ちしております。
・年会費：3,000円

・問合せ先：〒963-8006 福島県郡山市赤木町4-5 長谷川 方

電話：090-1499-0727，FAX：024-934-7011

mail: cdh93100@par.odn.ne.jp  



大規模な冬期湛水により地下水かん養効果を実証中
（冬水田んぼによる地下水かん養モデル事業）

冬の間に田んぼに水を張る「冬水田んぼ」は、生物多様性をはじめ環境保全に関し

て様々な効果があるとされていますが、その効果の一つとして、水の地下浸透（地下

水かん養）が挙げられています。

県では、冬水田んぼによる地下水かん養の効果を検証するため、喜多方市をモデル

地域として、同市松山町のほ場約１０ｈａにおいて平成２６年１１月から平成２７年

３月初旬までの間、冬期湛水を実施しました。

モデル地域とした喜多方市は、一般家庭のほか酒造・味噌醤油の製造など、地下水

利用が広く根付ており、また、上流域には広大な水田が広がっています。

地下水かん養に関する効果の検証については、福島大学共生システム理工学類の柴

崎研究室の協力を得て実施します。

湛水開始直後の状況（平成26年11月8日） 最近の状況（平成27年2月19日）

喜多方市



動き出した水循環基本法

[問合せ先] 福島県企画調整部 土地・水調整課 〒960-8670 福島市杉妻町2-16

電話：024－521－7123， メール： tochi_mizu@pref.fukushima.lg.jp， ＨＰ検索ワード： 福島県 土地・水調整課
「ふくしまの水」ＰＲ映像公開中（ＹｏｕＴｕｂｅ福島県公式チャンネル） [https://www.youtube.com/user/PrefFukushima  ]

平成２７年度

も水環境に関

するニュース

を発信してい

きます。

引き続きよろ

しくお願いい

たします。

この機会に、

暮らしの中

の身近な水

について考

えてみま

しょう。

平成２６年４月に、水循環の貴さを認識し、貴い水が循環できる社会を目指して策定

された法律です。

水循環基本法ってなあに？

近年、都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の様々

な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響

等様々な問題が顕著となってきていることから制定された法律です。

なぜ作られたの？

この法律では、水は「国民共有の貴重な財産」などの基本となる理念を定め、国・地方、

事業者・国民の責務を明らかにしていますが、規制等の直接生活へ影響するものは現時点

でありません。

わたしたちの生活への影響は？

内閣総理大臣を本部長とする水循環政策本部により、国や地方がこれからどういう取組を

していけばよいのか、その道しるべとなる「基本計画」づくりを進めており、この夏、皆さんに公表

する予定です。

これから、だれが、どう進めていくの？


